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 （総則） 

第１条 令和５年度新十津川町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域内面積        306ヘクタール 

（２）年間総処理水量      456,875立方メートル 

（３）１日平均処理水量      1,252立方メートル 

（４）建設改良費         23,455千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収  入 

第１款 事業収益       229,906千円 

第１項 営業収益       75,801千円 

第２項 営業外収益     154,105千円 

支  出 

第１款 事業費用       239,631千円 

第１項 営業費用      214,380千円 

第２項 営業外費用      19,538千円 

第３項 特別損失       5,713千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額69,121千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整

額2,116千円及び当年度分損益勘定留保資金67,005千円で補塡するものとする。）。 

収  入 

第１款 資本的収入       77,351千円 

第１項 企業債        16,500千円 

第２項 他会計補助金     42,799千円 

第３項 国庫補助金      17,700千円 

第４項 受益者負担金及び分担金 352千円 

支  出 

第１款 資本的支出     146,472千円 

第１項 建設改良費     23,455千円 

第２項 企業債償還金   123,017千円 

（特例的収入及び支出） 
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第５条 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第４条第４項の規定により令和

５年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ

4,683千円及び1,255千円である。 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

下水道事業 16,500千円 
普通貸借又

は証券発行 

5.0％

以内 

政府資金については、その融資条

件により、銀行その他の場合には

その債権者と協定するものによ

る。ただし、町財政の都合により

据置期間及び償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しくは低利に借

換えすることができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用及び営

業外費用に不足が生じた場合とする。 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業の経営健全化等に要する費用に充当するため一般会計からこの会計

へ補助を受ける金額は、113,852千円である。 
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（単位：千円）（税込み）

予定額 備　　　　　　　考

１ 事業収益 229,906

１ 営業収益 75,801

１ 下水道使用料 75,801

２ 営業外収益 154,105

１ 他会計補助金 71,053 一般会計繰入金

２ 長期前受金戻入 83,050

３ 雑収益 2 延滞金、加算金及び過料

（単位：千円）（税込み）

予定額 備　　　　　　　考

１ 事業費 239,631

１ 営業費用 214,380

１ 管渠費 5,650
修繕料、手数料及び委託
料

２ ポンプ場費 4,116
光熱水費、通信運搬費、
委託料及び賃借料

３ 処理場費 9,689
光熱水費、手数料、通信
運搬費、修繕料、委託料
及び賃借料

４ 業務費 18,204
備消品費、手数料及び委
託料

５ 総係費 259 旅費、負担金及び保険料

６ 流域下水道
管理運営負担金

14,571

７ 減価償却費 161,891 有形及び無形固定資産

２ 営業外費用 19,538

１ 支払利息及び企業
債取扱諸費

13,018 企業債利息及び一時借入
金利息

２ 消費税及び地方消
費税

6,520 令和５年度分納税予定額

３ 特別損失 5,713

１ その他特別損失 5,713 令和４年度分消費税及び
地方消費税納税予定額

支出

項

令和５年度新十津川町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

他会計補助金、国庫補助
金、道補助金、受益者負
担金及び分担金

款 項 目

款 目
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（単位：千円）（税込み）

予定額 備　　　　　　　考

１ 資本的収入 77,351

１ 企業債 16,500

１ 企業債 16,500 建設改良債

２ 他会計補助金 42,799

１ 他会計補助金 42,799 一般会計繰入金

３ 国庫補助金 17,700

１ 国庫補助金 17,700

352

１ 352

（単位：千円）（税込み）

予定額 備　　　　　　　考

１ 資本的支出 146,472

１ 建設改良費 23,455

２ 流域下水道建設負
担金

11,917

２ 企業債償還金 123,017

１ 企業債元金償還金 123,017 建設改良債

旅費、通信運搬費、手数
料、工事請負費、委託
料、負担金及び報償費

資本的収入及び支出

11,538管渠建設改良費１

款

社会資本整備総合交付金
及び農村整備事業補助金

収入

目款 項

支出

受益者負担金及び
分担金

受益者負担金及
び分担金

４

項 目
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１

（１）有形固定資産

ア　土地 5,672 5,672

イ　建物 325,947

　　減価償却累計額 0 325,947

ウ　構築物 3,664,419

　　減価償却累計額 0 3,664,419

エ　機械及び装置 67,145

　　減価償却累計額 0 67,145

有形固定資産合計 4,063,183

（２）無形固定資産

　　　施設利用権 160,945

無形固定資産合計 160,945

固定資産合計 4,224,128

２

（１）現金預金 1,000

（２）未収金 4,683

流動資産合計　　　 5,683

資産合計 4,229,811

流動資産

令和５年度新十津川町下水道事業予定開始貸借対照表

（単位：千円）（税抜き）

（令和５年４月１日）

資　産　の　部

固定資産
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３

（１）企業債 607,357

（２）借入金 0

固定負債合計　　 607,357

４

（１）企業債 123,017

（２）未払金 1,255

流動負債合計 124,272

５

（１）長期前受金

　　ア　他会計補助金 174,141

　　イ　国庫補助金 1,474,234

　　ウ　道補助金 495,542

　　エ　受益者負担金及び分担金 173,035 2,316,952

（２）収益化累計額

　　ア　他会計補助金 0

　　イ　国庫補助金 0

　　ウ　道補助金 0

　　エ　受益者負担金及び分担金 0 0

繰延収益合計 2,316,952

負債合計 3,048,581

６

（１）固有資本金 1,181,230

（２）繰入資本金 0 1,181,230

資本金合計 1,181,230

７ 剰余金

（１）資本剰余金

　　　資本剰余金合計 0

（２）利益剰余金

　　　利益剰余金合計 0

剰余金合計 0

資本合計 1,181,230

負債資本合計 4,229,811

資本金

負　債　の　部

繰延収益

資　本　の　部

流動負債

固定負債
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１

（１）有形固定資産

ア　土地 5,672 5,672

イ　建物 325,947

　　減価償却累計額 △ 11,051 314,896

ウ　構築物 3,674,924

　　減価償却累計額 △ 127,133 3,547,791

エ　機械及び装置 67,145

　　減価償却累計額 △ 4,195 62,950

有形固定資産合計 3,931,309

（２）無形固定資産

　　　施設利用権 152,267

無形固定資産合計 152,267

固定資産合計 4,083,576

２

（１）現金預金 12,836

（２）未収金 4,683

流動資産合計　　　 17,519

資産合計 4,101,095

流動資産

令和５年度新十津川町下水道事業予定貸借対照表

（単位：千円）（税抜き）

（令和６年３月31日）

資　産　の　部

固定資産
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３

（１）企業債 513,880

（２）借入金 0

固定負債合計　　 513,880

４

（１）企業債 109,977

（２）未払金 1,255

流動負債合計 111,232

５

（１）長期前受金

　　ア　他会計補助金 216,940

　　イ　国庫補助金 1,491,934

　　ウ　道補助金 495,542

　　エ　受益者負担金及び分担金 173,387 2,377,803

（２）収益化累計額

　　ア　他会計補助金 △ 7,908

　　イ　国庫補助金 △ 51,858

　　ウ　道補助金 △ 17,185

　　エ　受益者負担金及び分担金 △ 6,099 △ 83,050

繰延収益合計 2,294,753

負債合計 2,919,865

６

（１）固有資本金 1,181,230

（２）繰入資本金 0 1,181,230

資本金合計 1,181,230

７ 剰余金

（１）資本剰余金

　　　資本剰余金合計 0

（２）利益剰余金

　　　利益剰余金合計 0

剰余金合計 0

資本合計 1,181,230

負債資本合計 4,101,095

資　本　の　部

流動負債

資本金

繰延収益

負　債　の　部

固定負債
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（単位：千円）（税抜き）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

　　（１）当年度純利益 0

　　（２）減価償却費 161,891

　　（３）資産減耗費 0

　　（４）貸倒引当金（減少△） 0

　　（５）長期前受金戻入額 △ 83,050

　　（６）利息及び配当金受取額 0

　　（７）利息の支払額 13,018

　　　　　小計 91,859

　　（８）利息及び配当金受取額 0
　　（９）利息の支払額 △ 13,018

　　　　　業務活動による・キャッシュ・フロー 78,841

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　　（１）有形固定資産の取得による支出 △ 10,211

　　（２）有形固定資産の売却による収入 0

　　（３）無形固定資産の取得による支出 △ 11,128

　　（４）無形固定資産の売却による収入 0

　　（５）国庫補助金収入 17,700

　　（６）他会計補助金収入 0

　　（７）受益者負担金等収入 352

　　（８）他会計負担金収入 0

　　    　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,287

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　（１）建設改良債による収入 16,500

　　（２）建設改良債の償還による支出 △ 123,017

　　（３）他会計補助金収入 42,799

　　（４）他会計負担金の返還による支出 0

　　　　　財務活動によるキャッシュフロー △ 63,718

　　資金増加額(又は減少額) 11,836

　　資金期首残高 1,000

　　資金期末残高 12,836

令和５年度新十津川町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和５年４月１日から令和６年３月31日まで）

9 



 

 

注 記 表 

 

１ 重要な会計方針に係る事項 

固定資産の減価償却の方法等は、次のとおりとする。 

（１）有形固定資産 

  ア 減価償却の方法 定額法による。 

  イ 主な耐用年数 

  （ア）構築物 50年 

  （イ）工具、器具及び備品 ５年から15年 

  （ウ）車両運搬具 ５年 

（２）無形固定資産 

  ア 減価償却の方法 定額法による。 

イ 主な耐用年数 

 施設利用権 35年 

２ 予定貸借対照表 

予定貸借対照表に計上されている企業債（令和５年度の末日の翌日から起算して１

年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は

541,363千円である。 

３ セグメント情報 

（１）報告セグメントの概要 

 新十津川町下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の２事業を運営

しており、各事業で運営方針等を決定していることから、２つの報告セグメントと

している。 

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、次のとおりである。 

事業区分 事業の内容 

公共下水道事業 石狩川流域下水道中部処理地区における下水道事業 

農業集落排水事業 大和地区及び花月地区排水事業 

（２）報告セグメントごとの営業収益等の金額 

（単位：千円）（税抜き） 

区分 公共下水道事業 農業集落排水事業 合計 

営業収益 61,116 7,796 68,912 

営業費用 159,042 50,957 209,999 

営業損益 △ 97,926 △ 43,161 △ 141,087 

経常損益 21,090 △ 21,090 0 

資  産 3,255,403 845,692 4,101,095 

負  債 2,223,908 695,957 2,919,865 
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